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第 1

第 1章 総

論

第 1節 不動産登記制度 の概観

第 1 不動産登記制度の意義

我が国の不動産登記制度は,不動産に関する権利関係を登記簿という一定の

公簿に記載し,こ れを閲覧,謄抄本交付等の形態で広 く一般に公示,公証する

ことによつて,不動産物権変動に関する取引の安全に資するための制度である。

物権は,物に対する直接 。排他的な支配権能であり,その取引を中心として

広 く社会一般の利害に関係する。したがつて,物権の存否・内容・帰属・変動

iこ っぃては,外部から認識可能な表象をあ要とする。この表象 (公示方法)と し

て古 くから用いられたのは,物の現実的支配の外形たる占有であったが,人間

の生活の多様化 。経済取引の発展に伴い,複雑多種な権利関係の公示機能を素

朴な占有に負わしめることが不可能となり,こ れに代わるべき公示方法として

考えられたのが権利変動を公簿に記載する方法すなわち登記制度である。

不動産登記制度は,実体的権利関係を公簿に正確に反映させるという使命を

有するがゆえに,極めて技術的側面の強い法分野であるが,こ の公示技術 とい

う梱J面 に着日して立法例を分類すると,年代順編成主義 (証書登録制度)と 物的

編成主義に大別することができる。前者は,個々の不動産ごとに登記事項を整

理することなしに,管轄登記所内の不動産を客休 としてされる物権変動につい

てその証書等を申請順に登記所において受け付ける(フ ァイルする)も ので,同

一不動産に関する前後の連続性・形式的整合性を登記官において審査すること

がない。この制度では過去の登記の関覧・検索が不便であるため登記所におい

て人名別索引を作製することがあり,ために人的編成主義 とも呼称される。後

者は,権利の客休たる個々の不動産を単位 として登記が編成されるため,個々

土早 総

第 3節 登録免許税 …………………………………………・137

共用部分の意味 ・………………………………………………………134

共用部分の法律関係 ・…………・……………………………………。134
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